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○岩佐委員長 それでは、日程１、陳情審査に入ります。 

 企画総務委員会に新たに送付７－３１、旧永田町小学校校舎の留保財産候補選定及び今

後の活用方針に対する陳情、送付７－３２、旧永田町小学校校舎の留保財産候補選定及び

今後の活用方針に対する陳情が送付されました。お手元に陳情書の写しをお配りしました

のでご確認ください。なお、（発言する者あり）失礼しました。ごめんなさいね。７－３

２ですね、失礼しました。文化財、歴史的価値のある旧永田町小学校校舎を解体しないで

活用するための陳情でしたね。大変失礼いたしました。こちらの２件の陳情について写し

をお配りしましたので、ご確認ください。なお、送付７－３２の参考資料につきましては、

委員、理事者限りの資料となるため、取扱い、特にご質疑の際に、例えば個人情報のお名

前を出しちゃうとか、そういったことは少しちょっとご配慮を頂くように、取扱いにはご

注意ください。 

 それでは、陳情書の朗読は省略いたします。 

 ２件の陳情は関連するため一括して審査したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○岩佐委員長 はい。ありがとうございます。 

 それでは、本２件の陳情について、執行機関から情報提供等がありましたらお願いいた

します。 

○小林財産管理担当課長 それでは、旧永田町小学校校舎に関する陳情２件に関連いたし

まして情報提供させていただきます。 

 両陳情とも旧永田町小学校が耐震性や設備面などの課題に対して、建物は改修すること

により活用が可能である点、また文化的、歴史的価値がある点、こういった点を挙げてお

ります。その上で建物を解体することなく保存してほしいとの要望を頂いているものと思

いますので、この点についてご説明させていただきたいと思います。 

 まず、耐震補強するなど、改修することにより活用が可能である点についてです。本件

につきましては１０月１４日の当委員会でご説明させていただき、その際の質疑でもあっ

たかと思いますが、建物の耐震診断の結果はＩｓ値が０ .３４と災害時の倒壊リスクが高

く、安全確保のためには抜本的な対応が求められているとの診断となります。これはその

ままの状態で使用することはできないという診断になりますので、活用するためには耐震

補強などの対応が必要になるという診断、陳情書にあるように適切な対応をすれば少なく

とも活用することができるというご指摘、そのとおりだと認識しております。 

 そのようなご指摘、否定するものではありませんけれども、しかしながら、区といたし

ましては、区内でこれだけのまとまった土地、大変貴重であり、区民全体の財産である区

有地を、現在、将来の区民の皆様のために最大限有効活用できるような状態にして将来の

施設整備に備えておきたいという考えで今回の結論に至ったという点につきましては、前

回繰り返しご説明させていただいたとおりです。 

 ご承知のとおり、地価が高く、遊休地の少ない千代田区において、これだけのまとまっ

た土地を区内で取得することは非常に困難ですし、今後これだけの規模の土地を入手する

ことはほぼ不可能だと考えております。一方で、既存の施設が７０施設ほどありますけれ

ども、築年数を経過したものも多く、今後、老朽化による建て替えが増えること、あるい

は新設する施設など、将来の行政需要に備えるために用地の確保は重要かつ喫緊の課題だ
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と考えております。学校など大規模な、かつ一日も止めることのできないような施設の建

て替えには代替となる用地の確保が必須となります。前回もご質疑がありましたように、

区内で学校など大規模な施設の代替に対応できるような３ ,０００平米を超える暫定活用

財産の区有地、現在４か所しかありません。繰り返しとなりますけれども、区といたしま

しては、限りある区有地につきまして、将来の施設整備に備えて最大限有効活用できるよ

う準備しておきたいというふうに考えているところでございます。 

 次に、文化的、歴史的価値がある点についてになります。こちらも前回のご質疑にあっ

たかと思いますけれども、校舎に関しましては、現在、文化財などに指定されている校舎

ではありませんので、そういった価値が認められていないものと認識しております。しか

しながら、文化的であったり歴史的であったり、あるいは建築的な価値といった点につき

ましては様々にご意見があるということは承知しておりますので、区といたしましてはそ

ういった主張を否定するものではございません。 

 先ほどと同様になりますけれども、区といたしましては、将来の施設需要に備えて限り

ある区有地を最大限有効活用したいと考えており、その点で建物を残すことは活用の幅に

制約を設けることになり、土地を最大限有効活用するという視点では支障になる可能性が

あるというふうに考えております。 

 特にこの永田町小の土地、形状も不整形の三角形の土地、校庭側は高低差のある崖地の

ような土地となっています。建物を建てるにも工夫が必要な立地でもあり、最大限土地を

有効活用しようとすると建物は除却する必要があるというふうに考えております。現在、

学校資料の保存方法の検討のために意見照会を行っておりますが、様々なご意見をお伺い

するなどして、建物の価値についても整理・検証した上で、その価値を将来に継承するた

めの方法を検討していきたいというふうに考えております。 

 また、文化的、歴史的な価値と併せて、長い歴史のある学校ですので、卒業生の方、保

護者の方、関係者の方にとっても非常に思い入れのある建物であるということは十分認識

しております。その点につきましても、校舎に関する資料、あるいは学校関係の資料の保

存に関しましては、卒業生や関係者、地域の皆さんなど、意見照会の結果を受けて検討し

ていきたいというふうに考えております。 

 例えば一例なんですけれども、校舎をデジタルアーカイブで残してホームページなどで

公表するなど、そういった工夫をすれば、区外に転出してしまった卒業生も多いと聞いて

おりますので、校舎の姿を見るなどということもできると思われますし、なかなか自由に

校舎に入ることが難しい建物ですけれども、デジタルでしたら誰でも見られるというよう

な工夫もしていきたいというふうに考えております。 

 予定では、１１月中旬まで１か月間で意見照会を行う予定でしたが、今回このような陳

情を頂きましたし、多くのご意見をお寄せいただきたいと思いますので、意見照会の期間

を少し延長してご意見を伺いたいというふうにも考えております。こうした方々のご意見

を伺ったり、関係者の方々のご意見を伺うなどしながら、資料や記録の残し方を工夫する

ことで、建物は除却したいと思いますが、その記録や記憶といったものを後々に継承して

いくような工夫をしていきたいというふうに考えているところでございます。 

 簡単ではございますけれども、情報提供は以上になります。 

○岩佐委員長 はい。情報提供いただきました。委員の皆さんから執行機関に確認したい
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事項はございますか。 

○のざわ委員 私、この委員会は、１０月下旬、区のホームページで取壊しの方針を公表

って、この１１月５日の東京新聞のほうにこう書いてありまして、私も、すみません、取

り壊す、もう決まってしまったのかなと思っていたんですけども、これ、まずお話し合い

によっては取り壊さないで、この陳情があるような形で保存する方向になるのか。それと

ももう必ず取り壊しちゃうんですよという前提でお話が行くのか。それによって委員会の

運用も変わると思うんですけど、まずそこら辺はどうなんですか。 

○小林財産管理担当課長 先ほど来、前回もご説明したとおり、区としては土地を最大限

有効活用したいというふうに考えておりますので、執行機関側としては、建物は除却し、

資料の保存、継承といった、そういった点に関しましては、今回お伺いしているような意

見照会によって検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。 

○はやお副委員長 関連。 

○岩佐委員長 はやお副委員長。 

○はやお副委員長 ちょっと、今、のざわ委員のほうから話がありましたとおり、東京新

聞のほうでも１１月５日に掲載されていたと。それに加えて朝日新聞も１０月２３日に書

かれていると。そういうところからして、やはりここに書かれているのが、冒頭の上のと

ころに２０２７年度にも解体工事に入るという言及の書き方がされていると。これは逆に

言うと、二元代表制という議会の立場からしても非常に違う立場なんですね。というのは

何かといったらばですね、今、のざわ委員の話が出ましたからそこのところを確認します

けれども、あくまでもここは予算も決まっていないうちからこう書かれていることについ

ては、どういうふうに朝日新聞さんにはご説明し、そしてまたこういう新聞が掲載されて、

どういうふうに対応したのか。これはね、場合によっては議会軽視にもなりますからお答

えいただきたい。 

○小林財産管理担当課長 ただいまご指摘のあった朝日新聞の旧永田町小解体の記事に関

しましては、記事の出る前日、１０月２２日に区のホームページを見た、意見照会をやっ

ておりますので、区のホームページを見たという記者の方から、解体の検討に至る経緯な

どを聞きたいということで私のほうが取材を受けているところでございます。あくまでも

執行機関としてはそのように考えているという趣旨でお話ししたところではあるんですけ

れども、記事のほうを拝見すると、区が解体方針を決定したというような内容の記載でご

ざいます。誤解を与えるような、ご指摘のような可能性のある内容だったのかなというふ

うにも思っております。もう少し丁寧に、誤解が生じないように、あくまでも執行機関側

としてはというところ、あと、予算が措置されてからということを説明すべきであったか

とは思いますけれども、そういった点、配慮が足りなかったかなというふうに反省してお

ります。大変ご迷惑をおかけしました。 

○はやお副委員長 そうですよね。やっぱり東京新聞さんが書かれているように、解体の

方針がぎりぎりの表現だと思います。予算編成権は間違いなく執行機関にあるんですよ。

だけども、ここのところについて、議決権については、我々議事機関がそのところについ

ての予算の判断をしていくというところからした場合、その決裁もされていないうちから

この表現は、今、反省の弁を頂きましたので、十分、今後気をつけていただきたい。そし

てまた、のざわ委員からの話がありましたとおり、あくまでも予算として執行機関は考え
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ているということなんです。それを陳情が上がってきてしまっていますから、その陳情を

平等に判断をしてどういうふうにしていくかというのは、我々委員会、議会がかけられて

いることですから、のざわ委員のほうからの質問については、決定しているから通すとい

うことではないということ、これは間違いなくそれで構わないですよね。お答えいただき

たい。 

○小林財産管理担当課長 区としては、執行機関側としては、土地の最大限の有効活用と

いう考え方の下、建物の除却ということを考え今般お示ししたところになります。ご指摘

のとおり、今後、解体設計の予算、あるいは解体の予算ということでご審議いただくこと

になろうかと思いますので、そちらのほうで議会の皆様にはご判断いただければというふ

うに考えております。 

○はやお副委員長 どうぞ。 

○岩佐委員長 いいですか。のざわ委員、いいんですか、大丈夫ですか。 

 のざわ委員。 

○のざわ委員 私は、政策の中に誰一人取り残さないで区民の方の声を議会に届けるとい

うのをいつも政治の根本に据えているんですが、別件なんですけど、別のイチョウの件で

まちの方がおっしゃっていた中で、過去出ているんであれなんですけど、いろいろなこと

がありまして、それが正しいかどうかは別にして、３年ぐらい工事の期間が延びて１億円

ぐらいコストが増していますと。だからそのコストをそういう違法行為をした方に区は請

求するべきだぐらいのお話をする方も世の中にはいらっしゃるというのを聞いて、私、そ

れがいいのかどうか、これ本当よく分からないというか、運営の仕方の中でもそこまで行

くと法解釈の世界になるんで、コンプライアンスで弁護士の方に相談しながらぐらいの話

になるというのは、もうそれぐらい世の中というのは進んでいるんだなと思ってびっくり

したということで、何を申し上げたいかというと、この件も、今このようにここで言い出

すともう全部の、例えば旧永田町小学校耐震に関する見解という形で、三つの中で、１で

は３問、２では２問、３では２問と物すごく専門的な見解がありまして、それに対してじ

ゃあお答えは専門的な方がおっしゃっているんで、お答えはどうなんですかということ

等々を考えると、ほかにもいろんな方がいろんなことを思っていらっしゃっているんで、

先ほどもご回答の中に、もう少しいろんなご意見を伺う期間を長くしましてというお話も

ありましたんで、１回、いろんな意見をお考えの方と区の方が何かお話し合いをして、い

ろいろまず相互のご理解を頂くような、私は賛成の人が多いのかなと思っていたんですけ

ど、これだけのものがお話が出てくると、まずそういう場を持つような形もまず必要では

ないかなというのがありまして、そこが質問の１なんですが、あと、何でこんなことを言

っているかというと…… 

○岩佐委員長 まず、一個一個、答弁をもらいます。 

○のざわ委員 そういう場をもっと持って、区民の方々とお話をしてご理解をしていただ

く場を持たれるというのは大切なんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○小林財産管理担当課長 関係者、卒業生の方、そういった方たちがなかなか区内にいる

かどうか、そういった卒業生の方の所在も分からない中でなかなかどなたに聞くかという

のは難しいところではあるんですけれども、校舎解体に向けた取組を進めるに当たりまし

ては、地域の関係者の方の声を聞いているところでございます。今後の活用に期待を寄せ
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る方が多かった印象というふうにこちらとしては思っているところです。また、地域の町

会長会議において、校舎を解体するといった考え方や資料の保存・検討に向けた意見照会

を行うこと、こういったことをご説明してきているところです。会議後に意見を聞く機会

を設けたところですけれども、校舎を解体してしまうのは非常に残念だというご意見も１

件ございました。その他の方々からは、今後の活用に関するご意見や資料や記録、そうい

ったものをしっかり残してほしいなどといったご意見が複数あったものというふうに認識

しております。 

○のざわ委員 まず、ご質問の２としまして、先ほど事例を申し上げたのは、例えば、今

回解体を始めているときに、またこの校舎に立て籠もっちゃったりして、それで要は違法

的なことをして時間が長くなったり、コストが上がったりするということも、想像の中で

は理論的に考えられることなんで、そういうことをすることがないように、もう違法行為

をすると行政はひょっとすると訴えるかもしれませんみたいなことも含めて、区民の方々

とのお話し合いの場というのを持って、それは例えば卒業生全員ですとか、この地域に関

係するところの人に、ある意味全員に告知するコストと、人が立て籠もっちゃったりして、

延長してくるコストとの比較とか、いろんな観点からの数字というのがあると思うんです

が、そういうことも勘案して、一度か二度か三度か、皆様がある程度納得していただくと

ころまでお話し合いをするというのも一つの考え方ではないかなと思うんですが、いかが

でしょうか。 

○米田委員 関連で。 

○岩佐委員長 はい。じゃあ、米田委員。 

○米田委員 のざわ委員からるるあったんですけど、これ、陳情審査なんで陳情審査に戻

したいなとは思うんですけど、まずはのざわ委員が言っていたんですけど、旧永田小学校

って、簡単に誰でも入れるような状態なんですか。立て籠もりなんか、できるんですか。

この辺確認させてください。 

○小林財産管理担当課長 結論から言うと簡単に入れるようなものではありません。ちゃ

んと機械警備もしていますし、そういったセキュリティはしっかりしていますので、立て

籠もり等ということは不可能だというふうに認識しております。 

○米田委員 それを聞いて安心しました。この陳情者、今の発言を聞いていると、この陳

情者があたかも立て籠もるようなことを想定されていますけど、こういうことも基本的に

はあってはならないですし、ないと思っているんですけど、その辺の考え、区として想定

されているんですか。 

○小林財産管理担当課長 区として特にもめたいとか分断したいとか、そういった考えは

一切ございませんので、今回も資料の保存に関して意見照会を行い丁寧に対応していると

いうふうに認識しておりますので、そういったご意見は真摯に受け止めて対応していきた

いというふうに考えているところです。とはいえ、先ほど来ご説明していますけれども、

執行機関といたしましては、土地の最大限の有効活用、区民全体の財産を最大限有効活用

したいというふうに考えていますので、そちらのほうは繰り返しになってしまうかもしれ

ないですけれども、丁寧にご説明させていただきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○米田委員 はい。 
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○岩佐委員長 よろしいですか。 

 はやお副委員長。 

○はやお副委員長 やはりここのところについて、委員の流れの中のやっぱり整合性を取

る必要があると思うんですね。というのは何かといったらば、必ず執行側が進めたいこと

に反対は出るんです。そこで何をやるかといったら、デュー・プロセス・オブ・ローとい

うことで、適正な手続手順の下に行われたかということが大切なんです。だから、今、の

ざわ委員のほうからの話だと、陳情が上がってしまったということについては、これは

我々としてはニュートラルに公平・公正にやらなくちゃいけないんです。で、予算がたと

え方針が出ようとも、我々は議事機関であるから議決権があるわけです。そこを十分に話

さなくちゃ、当初予算に入れるということは大変なことになるんですね、この流れについ

ては。この陳情が出てきて、今いろいろるる話がありましたように、委員会としてやるこ

となんです。場合によっては懇談スタイルで陳情者の意見も聞くというのも方法としてあ

ります。皆さんから託されて正副で会うということも方法としてあります。それと、いろ

いろな方法の中で、委員会として適正な手続手順をやって、この当初予算が通ったら、こ

れについては我々も責任取らなくちゃいけないんですよ。だからこそ丁寧にやる。だから

こそ例えば現地を確認したりとかということも出てくるでしょう。だから、そこについて

は、今、のざわ委員の話は我々が決めなくちゃいけないことだと。だから執行機関に聞く

ことではないんです。我々がどういうふうにやっていくかと。今確認したのは、確実に、

確実に、セキュリティは保たれているということ。だけど手順・手続の中でどういう進め

ていくかということを、我々は凛としてきちっと進めるか進めないかを決めなくちゃいけ

ないということだと思いますので、その辺に議論を進めていただければと思います。 

○岩佐委員長 今いきなりいろんな委員会の中で取れる手法をご提示いただきましたけれ

ども、これは皆さん、今、質疑していただいている中で、必要なことがあれば、その都度

その都度皆さんにお諮りしながら、これやらなきゃいけないという手続は別に特にあるわ

けじゃないので…… 

○はやお副委員長 そう。 

○岩佐委員長 そうそう。逆に何が必要かということは都度皆さんの質疑の中からやりた

いと思うんですけど、秋谷委員。 

○秋谷委員 のざわ委員、はやお副委員長がおっしゃっていたとおり、区民の方は少しび

っくりされちゃったのかなというのは正直なところあります。それで、ちょっと視点を変

えて、耐震工事や改修工事がなされた過去があると思うんですけども、それにかかった費

用であったり、今後これから物価が上がっている中、なおさらこれから耐震するともちろ

んかかってしまうとか、そういった数字を少しお示ししてもらうことは可能でしょうかね。 

○佐藤施設経営課長 なかなか数字は実は難しいところでございまして、耐震改修、耐震

補強工事のほうなんですけれども、平成９年ぐらいから順次補強工事を行ってきたという

部分がございますので、そこを一つ、ちょっとご参考にということでご説明させていただ

きます。同じ学校で言いますと旧九段中学校の耐震改修工事を平成９年と１０年で行って

いるところでございます。この九段中学校についてはＩｓ値が０ .３８といったところを

補強工事を行いまして０.８５というふうな形になっています。あ、すみません。Ｉｓ値

というのが建物の構造的な基準として０ .６以上必要ですよねといった部分がベースとな
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るところでございますけれども、２か年にわたる工事というところでございまして、当時

の契約金額でございますけれども、２か年合計で、約ですけれども１億６,８００万円と

いうところで、当時消費税５％といったところがございますけれども、その後、物価上昇

とかがありますので、なかなか金額が難しいところかなというところがございますけれど

も、何か目安的に言いますと、国土交通省のほうで、毎年２月なんですけれども労務単価

というものを出しております。これは各都道府県ごとに労務単価を出してきていると。そ

ういった部分での比較、参考ですけども比較しますと、東京都における平均労務単価、こ

れ平成９年のときと平成３１年がほぼ同じぐらいというところがございます。そして平成

３１年、令和元年になりますけれども、それから令和７年の平均労務単価の上昇率を見ま

すと、おおよそですけれども約２４ .３％の上昇という部分がございます。これ、労務単

価の部分になりますので、材料もそのまま見ていいかどうかという部分もありますけれど

も、そういうような形で計算をしていきますと、消費税のほうも今の消費税ということで

１０％で計算いたしますと、耐震補強の工事をすると約２億円になるといったところでご

ざいます。ただ、本当に大まかな数字でございますので、ちょっとイメージ程度と捉えて

いただけますと助かるところでございます。ただ、工事はどこでもそうなんですけれども、

敷地の状況、建物の状況によって、大型の重機が入るの入らないのとか、そういった部分

がございますので、仮設計画もそうですし、それによって金額がかなり変わってくると。

いわゆる工事の制約によってかなり変わってくるという部分がございますけれども、一つ

旧九段中学校を参考にするとその程度の金額かなという目安でございます。 

○岩佐委員長 はい。これは耐震を強化した場合のコストということでよろしいんですか。 

○佐藤施設経営課長 すみません。失礼しました。 

 あと、全体的な改修といったところでございますが、今、旧九段中学校、これから工事

に入るというところでございますけれども、そこの部分が、これは現状の価格なんですけ

れども、設計価格で全体として３６億程度という部分がございます。そこから単純に平米

単価を出して旧永田町小学校の部分の平米で掛けますと、これも本当におおよそでござい

ますけれども、約２２億円というところでございます。したがいまして、本当に大まかな

数字で申し訳ないんですけれども、耐震改修、補強をして建物を使えるような形での改修

を行うと、合計で２４億円ぐらいかなというところでございます。 

○岩佐委員長 秋谷委員。 

○秋谷委員 ありがとうございました。すごい額なんだなというのはよく分かりました。 

 もう一点なんですけれども、私も例えば自分が卒業した小学校が解体されるとなればす

ごく寂しい気持ちにはなると思うんですけれども、ただ、現時点で今の子どもたちであっ

たり今の若い世代というか、人たちであったり、本当に今の区民需要に合致しているもの

であれば区民の方はご納得していただけると思うんですよね。その点の今後仮に更地にし

たとしたら、しっかりとした行政需要は、今、現時点で把握しておられるのかなというの

をお聞かせください。 

○小林財産管理担当課長 解体後の活用策に関するご質問かと思います。現時点では解体

後の活用策に関しましては未定のような状態になっております。解体して更地化した後の

活用策につきましては、今後、解体手続と並行して検討していくこととしております。す

ぐに本格的な活用をすることもあるかもしれませんし、本格活用まで少し期間が空く場合



送付7-３１、３２ 陳情審査部分抜粋：令和 7年11月 7日 企画総務委員会（未定稿） 

 ８ 

があるかもしれません。例えば人口推計などを見ると、高齢者の増加が見込まれているこ

とから、例えばですけれども、高齢者の施設を検討することがあるかもしれませんし、現

在、中高生の居場所、あるいは子どもの遊び場なんていったことが喫緊の課題ということ

になっていることから、子どもの関連の施設になることがあるかもしれません。あるいは

世論調査の結果などを参考に、区民要望に資するような活用を検討することもあるかもし

れませんし、そちらについては今後の検討課題というふうに認識しております。 

○秋谷委員 では最後。ありがとうございました。あともう１点なんですけれども、もち

ろん需要に応じていろいろ区が持っている財産等をこれから積極的に活用していくのはも

ちろん否定するものではございませんが、陳情が今回二つほど上がっておりますが、区民

の方たちの思い出であったり思い入れをしっかりと区が受け止めないと、また摩擦が生ま

れて大きな問題になってしまうと思うんで、その点に関してはどうお考えなんでしょうか

ね。すみません、現時点で構いませんので。 

○小林財産管理担当課長 長い歴史のある学校ということもありますし、卒業生の方、あ

るいは保護者の方、関係者の方、もしくは地域の方、非常に思い入れのある建物であろう

ということは十分認識しているところでございます。そのため、校舎に関する資料であっ

たりとか、学校関係の資料の保存方法、こういったものに関しましては、卒業生、あるい

は関係者、地域の皆さん、様々な方からの意見照会、こういったものの結果を受けて検討

していきたいというふうに考えているところでございます。冒頭ご説明したような、校舎

のデジタルアーカイブ化なども案としては考えているところではあるんですけれども、そ

れは区としてそういったのはどうかなということではあるので、多くのご意見を意見照会

でお伺いする中で、資料とか記録の保存に関しましては様々に検討させていただきたいな

というふうに、こちらも丁寧に対応させていただきたいなというふうに思っているところ

でございます。 

○岩佐委員長 永田委員。 

○永田委員 永田小の建物の歴史的――歴史的というか建物の価値について確認させてく

ださい。竣工が昭和１２年で８８年たっているという、８８年前はちょうど盧溝橋事件が

あって北支事変、いわゆる日中戦争が始まった年の建物で、昭和の建築として考えたとき

に一定の価値はあるんだと思います。外から見るとコンクリートの塊と見えるのかもしれ

ませんが、以前、議会で文化財の委員会があったときに、現在は歴史価値がなくても、今

後じゃあ５０年、１００年たったときに、昭和の遺産が今価値がないからといって全て壊

してしまってなくなってしまっていいのかという意見も聞いて、それはそのとおりだなと

思ったところなんです。昭和のそういった遺産、歴史的価値というものを見いだすという

ことについて、行政としてどのようにお考えでしょうか。 

○小林財産管理担当課長 冒頭のご説明とちょっと重複してしまうかもしれないんですけ

れども、校舎に関しましては、現在、文化財などに指定されている校舎ではないというの

は事実としてあるかと思います。文化的であったりとか歴史的であったり、あるいは建築

的な価値といったものに関しましては様々にご意見があるんだろうなというふうには区と

しても承知していますし、そのような主張を否定するということは一切あるものではござ

いません。そうは言いながらなんですけれども、区といたしましては、将来の需要に備え

て、限りある区民全員の区有地、こういったものを最大限有効活用していきたいというふ
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うに考えているところでございますので、その点で建物を残すといったことに関しまして

は、活用の幅に制約を設けることにもなりますし、土地を最大限有効活用するといった点

では支障になる可能性があるんだろうなというふうに考えているところです。価値を否定

するというつもりは全くないんですけれども、仮に改修や維持管理をするとなった場合に

は相当の経費がかかるというのは先ほど施設経営課長がご説明したとおりでもありますし、

それは区民の皆さんの税金をかけるといったことにもなろうかと思います。何よりも限り

ある区民全体の財産である区有地、現在、将来の視点で最大限有効活用できるよう整備し

ていきたいという考えで今回の結論に至ったという点についてはご理解いただきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○永田委員 現状で歴史的価値と現在の価値のバランスを考えたときに、やっぱり有効活

用するには解体をしてその後活用していくという方針であるということは理解いたしまし

た。そう考えるとき、現在の土地の公示価、評価額ではなくて実勢価格というんですかね、

土地の、どのぐらいの価値があるものなんでしょうか、お答えください。 

○小林財産管理担当課長 実際市場でどういった取引をされるかというのはその時々の情

勢によるかと思いますので、土地の鑑定もしていない中ではありますので、正確な数字と

いうのは、評価額というのはちょっとお示しすることはできないんですけれども、場所柄、

大きさ含めて相当の価値があるのではないかなというふうには考えているところでござい

ます。 

○永田委員 行く行くは金額的なものもある程度正確に出していただかないといけないと

思うんですけども、永田小の活用というか、今後解体したとしても活用を考えたときに、

例えばああいった古い小学校を残して活用して、よく地方というか郊外では道の駅で残し

ている。私も臨海学校で行った保田の保田小学校なんかは有名な活用例で、道の駅で、あ

そこを都心の道の駅というのもなかなか無理だとは思いますけども、そういった活用もよ

くされている状況で、郊外であれば土地の価格というか、価値を考えてそのまま残すとい

うのも十分考えられることなのかもしれないですけども、今おっしゃったように、現在の

実勢価格というか、土地の価値を考えると非常に難しいということは一つ歴史的価値も考

えながらも理解はしました。私も、私自身は卒業生じゃないんですけど、妹は卒業してい

て、（「ほう」と呼ぶ者あり）それで、私、麹町中学校に行っているときにマイケル・ジ

ャクソンが来たと見に行ったりとか、非常に思い入れがあるのと、校舎の中の講堂なんて

いうのは独特で、（「そうなの」と呼ぶ者あり）はい、非常に価値があって、あの講堂だ

けでも何か取り出して、（「ああ」と呼ぶ者あり）活用というか、やりようがないのかと、

あの雰囲気を残せないのかというのもよく聞くんです。建物そのものを残せなくても、中

の一つの部屋というか、そこだけでも何かの形で再現するとかという方法というのは現在

できるんでしょうかね。 

○岩佐委員長 一部保存ですね。 

 財産管理担当課長。 

○小林財産管理担当課長 ご指摘のとおり、土地がたくさんあるような、まあ、言ってし

まうと地方のような場所であれば、そういった建物を残すであるとか、一部残すであると

かという選択肢は可能なのかなというふうに考えております。これも繰り返しになってし

まうんですけれども、なかなか千代田区という土地柄、遊休地も少ないですし、取得する
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ことのできる土地というのも非常に少ないと考えています。ほぼ不可能ではないかという

ふうに思っているところです。そういった中で、建物の更新であったり、今後の施設需要

なんていうことがある中では、新たな土地の取得が困難な千代田区においては既存の区有

地を最大限有効活用していく必要があるというふうに考えているのがまず１点目でござい

ます。 

 一部残すというお話なんですけれども、なかなか講堂をその部分だけを残すというのは

なかなか困難なことなんだろうなというふうには考えているところです。先ほど来ご説明

したように、例えばなんですけれども、デジタル化するなどして、その講堂の姿を残しつ

つ、どちらかに公表するなどして、皆さんが見たいときにいつでも見られるような状況に

しておくなんていうことは考え方の一つとしてはあるのではないかなというふうには考え

ているところでございます。 

○岩佐委員長 永田委員。 

○永田委員 やっぱり区有財産の有効活用と、あと卒業生なり地域の感情面に配慮すると

いうバランスの問題だと思いますけども、そこをどうやって整理していくかというのは、

これまでも今までの前半の委員の皆さんの発言にもあったように、手順・手続から始めて

非常に慎重に行っていかないといけないですし、私たちにも責任があるということで、今

後、例えば解体の方針は区が決めればいいわけで、方針そのものは議決事項ではないので

ね、それはもう、方針を出すのは、それは今示していただいたということは、我々そのま

ま受け止めないといけないと思うんですけども、今後、本当に予算をつけていったりとか、

感情面の地域の方、今、反対のこうやって陳情が出ているということの、どのぐらい時間

をかけて今後進めていけるのかと、もう解体の方針が決まっているから話を聞くだけです

と、どうしてもなりがちなんですけども、それは分かった上で、非常に難しい、私も質問

しながらどこに落としどころを持っていけばいいのかと思いながら今聞いているんですけ

ども、結局そこが何かもう永遠の課題のようなところなので、その点、何か意気込みとい

うか、もう一度お聞かせください。 

○小林財産管理担当課長 ありがとうございます。委員の皆様にもご判断いただく上では

非常に悩ましい決断を迫っているんだろうなということは執行機関としても重々承知して

いるところでございます。区といたしましても、執行機関側といたしましても、建物を解

体して最大限土地を有効活用したいという区の思いと、あとは卒業生であったりとか、地

域の皆さんであったりとか、残してほしいというご意見のある、そのバランスというのは

非常に難しいですし、どう調整したらいいのかなというふうには非常に頭を悩ませている

ところというのは実際本当のところでございます。そういった中で、通常は行っていない

資料の保存であったりとか学校記録の保存なんていうものに関しまして、どういった保存

の方法が後世にそういった価値を伝えるためには一番いいのかということで意見照会を行

っているところではあるんですけれども、１か月という期間を設定して、これも長いのか

短いのかというご議論はあるかと思いますけれども、こういった点も、今回、陳情を頂い

たりとか、こういったご議論を頂いている中で延長して、ちょっと丁寧にご意見を伺いた

いなと思っていますので、そういった中で多くのご意見をお寄せいただいて、その記録や

記憶の継承といった点に関しては、区としても丁寧に対応させていただければなというふ

うに考えているところでございます。 
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○岩佐委員長 よろしいですか。 

 田中委員。 

○田中委員 先ほど来の担当課長のご回答で最大限の有効活用という言葉があって、具体

的には一例として高齢者施設であったりとか子どもの遊び場というご回答があったんです

けれども、例えば子どもの遊びに関してだと、現在でも日曜日の午前中に校庭開放などし

て子どもの遊び場になっているんですけれども、それを例えば毎日開放したりすれば、こ

のままでもこの一例の部分、一例の一つの子どもの遊び場というのは実行できると思うん

ですけれども、それをこの一例として挙げられていることが今も行われていて、別に解体

しなくても行われていることを解体しなければならない理由というのを教えていただけま

すでしょうか。 

○小林財産管理担当課長 先ほどお話ししたのは一例として子どもの遊び場であればとい

うことで、一部分ではありますけれども校庭のほうを開放しているというのは委員ご指摘

のとおりかと思います。もっと言いますと、校舎がなくて全体を使えるということであれ

ば、当然様々な遊び方もできるでしょうし、子どもの遊び場だけではなくて、ご要望のあ

るようなキャッチボールができたりとか、ボール遊びができたりとかということにも使え

るのではないかなというふうに思っています。校舎があることによって維持管理経費も当

然かかっていますので、そういった経費も有効活用できるのではないかなというふうに思

っています。一例で子どもの遊び場と申し上げましたけれども、これが高齢者の、先ほど

申し上げた高齢者施設であったり、子どもの施設であったりと、施設整備に当たっては校

舎がない更地の状態であるほうが最大限有効活用できるというのは間違いないのではない

かなというふうに考えているところでございます。 

○田中委員 そういう考え方もあるのかなと思います。あともう一つの、この陳情の方の

ご懸念としては、更地になった後に最大限の有効活用というのがどういう視点で行われる

のか。単に区の財政の採算のところで、例えば超長期の定期借地などで、結局、区民のも

のではなくなってしまうような活用の仕方になってしまうというところも懸念されている

と思うんですけど、そこら辺を払拭していただくことは可能でしょうか。 

○小林財産管理担当課長 定期借地に関しまして、前回の留保財産の考え方のときにもご

質疑いただいた内容なのかなというふうに思っております。新たな留保財産の考え方に関

しましては、あくまでも区の将来的な施設需要、施設整備に備えるための財産を留保財産

といったように定義づけて、位置づけておりますので、基本的には区での活用を見据えた

財産ということになります。区の施設建設用地、あるいは既存の施設の建て替えのための

仮移転先、こういったものに活用するのが趣旨からすると本来の目的ということになりま

す。ただ、施設建設、検討や実行に時間がかかるものですので、その活用までの間に、期

間が空いた場合には区として暫定活用もすることもあろうかと思います。現在も子どもの

遊び場などで暫定活用している例がありますので、そういった区の暫定活用もあるのかな

と思います。通常は区の本格活用、暫定活用、ここまでなのかなというふうに思いますけ

れども、それでももし仮になんですけれども、期間に余裕があるのであれば財産活用の観

点から民間等への貸付け、それもただ期間を定めずに漫然と貸し付けるということは留保

財産という性質上あり得ないというふうに思っていますので、明確に期間を定めたいとい

うことで、定期借地ということを言葉として入れたんですけれども、それでも長期の貸付
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けは想定できませんので、短期間の定期借地とか、そういったことになるのかな、仮にな

んですけども、貸し付けるとしてもなるのかなと思います。繰り返しですけれども、基本

的には区の本格活用、暫定活用、こういったことで活用するのが留保財産というふうに考

えております。 

○田中委員 ありがとうございます。基本的にはそういう懸念はないというご回答だった

と思いますが、最後の短期間はあり得るかもしれないという、その短期間というのはどの

ぐらいをお考えでしょうか。 

○小林財産管理担当課長 こちらのほうも、前回の留保財産の考え方のときにご説明した

内容かなと思います。１０年以上ということで定期借地の期間、設定しているところでも

ありますけど、それをするという前提ではないんですけれども、一般の定期借地権の最低

期間が５０年以上、事業用定期借地権であれば１０年以上というふうに定まっております

ので、今回は期間を最低限の年数の１０年以上というふうに設定したところなんですけれ

ども、そういった考え方で今回記載したということになります。 

○岩佐委員長 １０年は長いよねという顔をしていますよね。 

 田中委員。 

○田中委員 １０年――そうですね、１０年というのが長いか短いかというのは人によっ

て感覚が違うと思うんですけれども、例えば１０年以内とか、最低というのはどういうふ

うに定められたのか分からないですけれども、５年だとか１０年だとかというふうに区切

るとかということも可能ではあるんでしょうか。 

○小林財産管理担当課長 ちょっと留保財産のほうの議論になりつつあるななんて思って

はいるんですけれども、制度上、事業用定期借地権というのが１０年以上ということにな

っているので１０年以上としたものなんですけれども、１０年以下があるかどうかという

話だと、今回の留保財産の考え方の素案の中には定借１０年以上というふうになっていま

すので、今回まだ素案の段階ですので、様々ご意見伺って修正なり記載の方法なりという

のを工夫していきたいというふうに考えていますので、ご意見があった点を踏まえて今回

の素案に反映させていくことができたらなというふうに思っております。 

○岩佐委員長 米田委員。 

○米田委員 活用について、先ほどもあったんですけど聞かせていただきます。永田小学

校の建物について、以前は仮校舎に使ったとかいう実績もありました。で、千代田区内の

小学校建て替えを予定しているところとかがございます。こういったところの仮校舎にす

る予定とかは今の段階ではないという認識でよいのでしょうか。 

○小林財産管理担当課長 学校に関して言いますと、仮になんですけれども、旧永田町小

学校を使うとしても、先ほど来お話のあったように改修工事なりということが必要になっ

てきますので、多額の経費をかけることになろうかなと思います。一方で、ほかの学校で

近年まで仮校舎として使っていたような学校もありますので、そういったところも活用で

きるのかなというふうに思っております。現時点で旧永田町小学校を使ってほかの学校の

建て替え等をする予定はございません。 

○米田委員 それを聞いて少し安心しました。仮に使う場合でも、さっき施設課長がおっ

しゃったように、Ｉｓ０.３４と、ちょっと危険な数字と、補強しないといけないという

ことだったんで安心しました。 
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 少し話を替えますけど、千代田区は子どもの遊び場、ふじみこどもひろばとか児童・家

庭支援センターなど、代替施設として民間の施設を借りているところがあります。こうい

った民間施設を借りることによって相当な費用が発生しております。そういう意味では、

こういう永田小学校、こういう空いている土地を利用することによって、そういう民間の

費用、これが代わりにできるんじゃないかということもあります。そういった点について

は検討されたかお聞かせください。 

○小林財産管理担当課長 ご指摘のように、今回の旧永田町小学校のように使えるのに使

えないような場所がある一方で、委員ご指摘のように、民間の土地を借りたりとか、民間

の建物を借りたりとかという状況があるのも事実でございます。先ほどご質疑がありまし

たように、子どもの遊び場なんていう点に関していうと、ふじみこどもひろばのように国

から借りて賃料を支払って遊び場にしているというような状況も発生しているところでご

ざいます。そういった点もあることから、子どもの遊び場に関しましては、毎年、私ども

でやっている需要調査の中で上がってきていることもありますし、そういったところで活

用することができるのではないかなというふうに考えているところでございます。 

○米田委員 賃貸構想なんか、しっかり考えていただきたいなと思いますんで、よろしく

お願いします。 

 あと、文化的とか、様々皆様からありました。課長からデジタル技術を使って駆使して

いろんなものを残していきたいとありました。ファサード保存なんかも今難しいとありま

したけど、この間デジタルの委員会で視察に行ってまいりました。３Ｄとかすごい技術が

ありました。費用はかかりますけど、こういったことをそういう技術で残すと言ってくれ

ていましたけど、最新技術をしっかり取り入れて皆様にお伝えできるようにすることも重

要だと思うんですけど、再度答弁を頂けますか。 

○小林財産管理担当課長 先ほどご説明したデジタルアーカイブ、デジタル化といった点

に関しましては、この間様々に関係者の方などにお話を伺う中で出てきた案、区としても

そういったことができるのではないかというふうに考えていた案なんではあるんですけれ

ども、そのほかにも様々なアイデアが出てくるかなと思いまして、今回、意見照会を行っ

て検討の参考にさせていただきたいというふうに考えているところです。確かに費用等か

かるかもしれないんですけれども、そういった点に関しましては、先ほど来ご議論のある

ように、丁寧に区としても対応していきたいというふうに考えていますので、検討してい

きたいと思いますし、意見照会の中で様々なご意見が出てくると思いますので、そういっ

た点にも真摯に耳を傾けて対応できればなというふうに考えているところでございます。 

○米田委員 陳情にもありました環境負担がありましたので質問させていただきます。解

体時の環境負担の評価、可視化は行われたのか。また、ライフサイクルコストとして解体

と保存の比較検討をどのように行ったかお聞かせください。 

○佐藤施設経営課長 環境のほう、ＣＯ２削減云々という部分でございますけれども、こ

ちらにつきましては、建物を建てるといったところと建物を壊すといった部分がまずハー

ド的な部分がございます。それと、あと建物を使っているときに当然ＣＯ２が発生してく

ると。電力、ガス、そういったものを使うという部分がございます。国のほうで国土交通

省なんですけれども、建築物のライフサイクルカーボン削減に向けた施策の動向という部

分がございまして、そこの中で全体を１００％としたときに、建物の建設、あるいは解体、
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使っているのは含まないんですけども、建物のハード的な部分での全体の割合とすると１

０％であるという部分がございます。全体からすると多いか少ないかという議論はあるか

もしれないですけれども、そのほかは実際に活用しているところで２７％、あとそれ以外

は建物以外の運輸ですとか産業ですとか、それが６３％になっているというところでござ

います。 

 そういった中で、実は例えば建物を解体するといったところで、コンクリートですとか

鉄とかが出てくると。例えば鉄であれば分類して有価物として処理して再利用していくと。

コンクリート、あとアスファルトもそうなんですけれども、それも再利用としてかなり九

十何％、９９まで行くかあれですけども、かなりの率で再利用、再活用しているといった

ところで、そういった中でかなり寄与しているという部分がございます。また一方で、例

えば一般論で恐縮ですけれども、建物を建てる場合に、これ実はセメント、いわゆるコン

クリートですね。そこの部分でＣＯ２がかなり発生すると。というのは、造るのもありま

すし、現場に運んでくるという部分がありますので、そこに多く要するという部分がござ

います。そういった中で、昨今の流れからしますとボリュームを減らすような、つまり高

強度のコンクリートを使ったりとかいう中でボリュームを減らしていく。あるいは最近で

すと鉄筋を使わないようなというようなコンクリートも出てきているという部分がござい

ます。また、大手の建設会社、ゼネコンさんですとか、あるいは大学さんとかで様々研究

しているんですけれども、ＣＯ２を吸収するコンクリートというものも研究していたりと

か、様々そういう部分がございますので、そういったものも視野に入れながら建物の解体、

あるいは新築、そういったものを踏まえながら行ってきているというところでございます。 

○米田委員 今、課長がご答弁いただいたとおりなんです。解体するにも今リサイクルが、

今おっしゃっていただいたように、相当技術進歩があります。こういったのもしっかり活

用していただきたいのと、今おっしゃったとおり、今コンクリート、アスファルトもＣＯ

２を吸収するのが新技術がございます。こういったことを活用することによって環境負担

にならないようにしっかりやっていただきたいなと思いますけど、再度ご答弁いただけま

すか。 

○佐藤施設経営課長 今、ちょっとご答弁させていただきましたけども、そういったもの

もしっかりと踏まえた形で、また実際に運営していく中でもＣＯ２削減にできるようなと

いうようなところで、いわゆるＺＥＢビルですとかＺＥＢ Ｒｅａｄｙですとか、そうい

ったものも目指しながら引き続き行ってまいります。 

○米田委員 最後にします。今後の方向性についてなんですけど、更地にした場合、この

施設、土地の活用について、区民の意見、関係者の意見、どのように取り入れて、どのよ

うに活用していくのか、最後お答えいただきたい。 

○夏目財産管理担当部長 両課長から今までこの土地の活用だとか建物の在り方等につい

てお話をさせていただきました。我々として、これ、繰り返しになるんですが、区内であ

れだけまとまった土地がなかなかない。一方で、やはり新しく入手できる土地もそう簡単

には出てこないということで、やはり持てる財産を最大限有効活用していかなきゃいけな

いというのは担当課長から申し上げたところです。今後、行政需要に応えていくに当たっ

て、やはりその観点から、旧永田町小学校の跡地というのは非常に貴重な財産だと思って

います。十分活用していかなきゃいけないというふうに思っています。今ご意見を頂きま
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したけども、今の現校舎に文化的、それから歴史的な価値があるというご意見、当然にあ

ると思っております。校舎とかその一部を残すことで、やはり将来の活用に制約が課され

ると、我々として今後の行政課題の解決がやはり制限される部分があるかなというところ

です。現校舎について歴史的な価値などをやはり大切に思われている方々、多くいらっし

ゃると思いますので、そういった方々のご意見、今、委員から頂いた意見を踏まえまして、

その歴史とか価値をきちんと整理して記録して受け継いで、さらに活用ができるような、

そういうふうな対応をしていきたいというふうに考えております。 

○岩佐委員長 ほかによろしいですか。 

 はやお副委員長。 

○はやお副委員長 まず確認をしたいことが、内田茂先生が、我々自民党のほうの議員に

対して一度説明があって、これはもう哲学に近いような。それは何を教えていただいたか

というと、民間は生産性とか経済性を追求する。そして行政は何かといったらば、富の再

分配をする。つまり生産性とか効率性じゃないんだと。どこまで持っていくかというのを

判断するのが議員、あなたたちですよ。あ、そのとおりだなと思ったわけですよ。で、今

言ったように、私はすごくよく分かるんです。民間の組織にもいましたから、生産性と効

率を追求したいというのは分かるんですね。でも、そこのところからしたら、それは民間

の発想なんですよ。で、そこのところから来ると、それだけ急いでいるということでもう

一度確認します。もう一度。これについては、特段うちの行政、千代田区として使うだけ

であって、他に貸すとか、何かもう利用用途が考えられているのかどうか、そこだけもう

一度確認します。 

○小林財産管理担当課長 前回から引き続きご説明しているように、区としては、執行機

関としては、区の施設需要に備えた活用ということで今回の建物の解体という決断に至っ

たところでございますので、区としての活用といった点で考えているところでございます。

また、前回からもご質疑があるように、売却であるとか長期の定借であるとかというご指

摘がありますけれども、そういった点に関しても考えているところはございません。 

○はやお副委員長 安心しました。これはいろいろと文化財だとか歴史的価値の建築物と

いうのは、これは意見が分かれるところですよ。そういうところについて、先ほども永田

委員のほうからお話がありましたように、文化財に指定されていないというんですけど、

この文化財指定って、誰がするんですか。文化庁ですか、都ですか、区ですか、そこをお

答えいただきたい。 

○小林財産管理担当課長 価値を表現するもので、様々な国が定める文化財だったりとか、

区が定めるもの、様々あると思いますので、そういった主体が定めるものというふうに認

識しております。 

○はやお副委員長 だから、そこを調べてくださいよ。というのは何かといったら、区が

指定できるんであれば、区が、これについては歴史的、文化財的な価値はないんだって説

明されましたよね。ということについては見解を出してもらいたいんですよ。というのは、

二律背反する陳情が出ちゃっているんですから。それは文化財として指定されていないか

らだというのは駄目なんですよ。そうでないということをきちっと文化財として指定でき

ないんだということはやってください。今回、急に答弁できないでしょうけど、確認して

いただきたいんですけど、いかがですか。 
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○小林財産管理担当課長 ちょっとそちらの点に関しましては、この場ですぐご答弁する

ことはできませんので…… 

○はやお副委員長 それはできない。 

○小林財産管理担当課長 確認させていただきたいと思います。 

○はやお副委員長 それで、結局は我々が悩んだときにどこに戻るかというと、目的とか

狙いとか、指針とか方針とか、計画に戻るんですよ。そうしたときに何がここにあるかと

いったらば、我々のやっぱり文化に関して、教育に関しては、教育と文化のまち千代田と

いう一つのビジョンがあるわけですよ。これについて執行機関のほうとして、次回までで

結構ですから、何ら抵触していないと。抵触するというのもおかしいな。何ら障りはない

んだと。こういうふうにやって解決していますよということについて説明する資料が欲し

いんですね。何かといったら、最後戻るところは教育と文化のまち千代田なんですよ。 

 それが何で出てきたかというと、ご存じのように、公共施設適正配置といって、非常に

問題になったんですよ。そこのスタートのところが実はこの永田町小学校だったんですよ。

だからみんながここのところについて、いろいろな今まで分からなければ潜在的かもしれ

ない。でも出てきたときにもう既にこういう話が出てくるということは、この辺の話とい

うのは何かといったら、教育と文化のまち千代田というものと連携していますから、この

辺のところの整理をきちっと、問題ないということを証明できるように答弁を用意してい

ただきたいんですけど、いかがですか。 

○小林財産管理担当課長 こちらに関しましても、ちょっと資料として出せるかどうかと

いうのはありますけれども、ご説明できるように、先ほどの文化財の点と併せてご用意し

たいと思います。 

○はやお副委員長 結局ね、ここのところで普通は、何かといったらね、そこの土地の利

用目的が決まってから動くんですよ。それが利用目的についてまだかなり相当アバウトだ

と。分かりますよ。まずは更地にしておいて使ってみたいという気持ちもよく分かる。私

は最初のうちはそう思いました。あ、これもしょうがないなと思うからこそ、１０月のと

きについては、ああ、なるほどねと答えていますよ。でも、こういう陳情が出てきた中で、

やっぱり反駁する意見が出てきている以上ね、ここのところについては、この利用目的が

決まっていない中で解体するという決裁された。庁内手続がどうなっているかということ

なんですよ。なかなかない。普通は利用目的が決まってから解体するんですよ。それに加

えてもう一つ言いますよ。これはどういう庁内手続があったのか。でも、これを解体して

までは、専門家のほうとしては、今のところ確かに使うんだったら駄目だけれども、使わ

ないんだったら問題ないというふうに陳情が書いちゃっているわけですよ。じゃあね、利

用目的を決めてから壊せばいいじゃないですかというのが素人考えかもしれないけど自然

な発想だと思うんですね。その辺はどういうふうにやって、いや、違うんですよと。今置

いてあるだけでも壊れたら道路の人たちに迷惑かかるんですよというのなら、それをちゃ

んと言ってください。 

○小林財産管理担当課長 最大の一番の目的としては、区として限りある土地を最大限有

効に活用したいという点が第一の目的になるんですけれども、ご指摘のように、Ｉｓ値も

低いということで、あのままでは危ないというのもあろうかと思います。それと、ご指摘

のあったように、維持管理経費もかかっていますので、こちらのほうをずっと今後継続的
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に目的が決まるまでかけ続けるのかという視点もあろうかと思います。土地の取得、非常

に困難で、かつ区有地の少ない本区において、特に暫定活用財産の有効活用という点に関

しましては、議会の皆様からもこれまでに多くのご指摘を頂いている点なのかなと思いま

すし、区としても喫緊の課題だというふうに考えているところでございます。そのため今

般新たに留保財産ということで、暫定活用財産の有効活用に向けた考え方を整理してお示

ししたところでもありますし、将来の施設需要に向けた対応として、旧永田町小学校の解

体の考え方をお示ししたと。そういった課題認識からという点になります。具体の検討経

緯といたしましては、留保財産の考え方、あるいは旧永田町小学校の取扱いに関しまして

も庁内の区有地等活用検討会で課題や解体の方向性について議論いたしましたし、首脳会

議でその方向性を確認した上で議会の皆様に考えをお示しするということに至ったものに

なります。 

○はやお副委員長 じゃあ、まあ、庁内的には当然、私も日比谷の件についてはね、首脳

会議も飛ばして、それで議会にも報告しないで協定書とか、そういうことはないというこ

とについては分かりました。当然のごとく議案、それぞれの資料、手続がされているとい

うことは今のことで分かりましたが、結局は我々が先ほど言ったように、じゃあいろいろ

な意見がありますよ。必ず反対派もある。進めろというのもあります。でもそこでそれを

超えられるものというのは、我々として判断できるのは、やっぱり金額、数字なんですよ

ね。そうしたときに、これを更地にした金額で幾ら、そして逆に言うとこれを残すことに

よって、でもこれを利用するということになれば耐震しなくちゃいけないわけですよ。そ

うしたら先ほど約２４億という話があったように、それに結局は箱物があれば維持経費が

かかると。だからそれは幾らなんだ。それを１０年スパンでいいですよ。そうしたときに、

これだけかかるんだから壊そうね、いやいやいや、これだけしかかからないんだから残そ

うねって、一つの尺度が出てくるわけですよ。我々としても、行政を経営していくという

点については確認しなくちゃいけないですから、最後は金額なんですよ。そこのところに

ついて出せるのかどうかお答えいただきたい。 

○佐藤施設経営課長 更地にして幾らというのは土地の路線価とか、そういった部分での

いろいろな計算の仕方があるかなと思うんですけども、残した場合という部分、一般的な

形での、今と同じような形での補強であり改修でありといったつもりで先ほどご答弁させ

ていただいたところなんですけれども、仮のお話で恐縮なんですけれども、仮に残したと

きにこの建物がどういう用途としてどう使われるのかによって、そこの維持管理費、ラン

ニングコストというのが変わってくるというところがありますので、なかなか今用途が決

まっていないというか、使うあれもないという中で、それの想定というのは非常に難しい

のかなというところでございます。 

○はやお副委員長 結局１００通りも２００通りもあるわけじゃないから。例えば、やっ

ぱりつかみが欲しいんですよ、行政を経営していくわけでは。そのつかみという点につい

ては、例えばそこのところについて学校の仮校舎として使うとか、それだったら先ほどの

Ｉｓ値についてね、六点幾つ以上なくちゃ駄目なんだっておっしゃっていたんだから、そ

うしたら、じゃあいいですよと、学校で使う場合、じゃあもっと安く済んだ場合って、２

通りぐらいはやっぱり出せるんじゃないですか。それつかみが欲しいんですよ、つかみが。

それでこの判断については、やはり今後の経費のことについては厳しいという判断をする
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ならばすると。今後いろいろ聞くと、労務単価、そしてまた建築費用というのが２倍以上

になっているというふうに聞いております。そういうふうなところからいったら、投資的

経費をどういうふうにしていくんだ。場合によっては区債も発行しなくちゃいけないんじ

ゃないかと。それは何かといったら、世代間格差が生じる。単年度主義からしたら、今の

税収は今の人たちに使わなくちゃいけないんですよ。でも基本計画がないからそれができ

ないんですよ、今のところは。というように、そういう話があるから、そこのところにつ

いては経費をしっかり出していただきたいんですけど、いかがでしょうか。 

○夏目財産管理担当部長 今の建物を例えば仮校舎で使った場合の経費や、あるいはまた

今の校舎を仮校舎として使う場合に、その必要な改修を行う経費と、例えば同じ目的なの

で校舎を建てた場合ということなんですが、やはり求めるスペックとか、あと建てた時期

が違ったりとかということで、やはり正確な比較は難しいと思っています。ですので、ち

ょっとそういう大変申し訳ないんですが、そういう仮定の数字が難しいと思いますので、

ちょっとそこは我々としては出しにくいかなというようなところで考えております。 

○はやお副委員長 最後、すみません。またここに別に責めるわけじゃないけれども、結

局はそうだったのかなと思って、僕も調べたんですよ。区長がリノベーションという言葉

を使っていて、それでこういうことについては、今後、ただ潰して解体を単純にするんじ

ゃなくて利活用していこうということを確かに公約に書いてあるんですよ。陳情書に書い

てあったから調べてみたら書いてあるんですよ。この辺のところも含めて、先ほど言うよ

うに、教育と文化のまち千代田ということと、そして、区長の方針はそういうところじゃ

ないかと。それだけど、変えていいんですよ、修正していいんですよ。でもこういうこと

があったから修正するんだというその整理が必要なんですよ。その整理をしてくださいと

いうことでね、これは僕は陳情が非常にいいとか悪いとかということではなくて、もう一

度やっぱり我々の姿勢、今までのことについて見直せということを言われているような気

がするんで、その辺のところをどういうふうに考えるか。今は無理かもしれないけど、そ

の辺のところ、リノベーションと書いてありますからね。そのところについてはどういう

ことか、区長に聞いておいてください。今は分からないでしょうから。（発言する者あり） 

○岩佐委員長 これ、リノベーションをすれば校舎としては使えると思うんですけども、

そこについての、さっき校舎としてはどう残すのか、活用しないのかというのがあったの

で、そこも絡めてもう一度ご答弁いただく。 

○夏目財産管理担当部長 ちょっとなかなか難しいところはあります。やはり少なくとも

今校舎として使うという予定がない中で、今の建物を校舎として使う場合の仮定の金額と、

また新しく校舎を建てるというのは、ちょっと比較、我々としてそもそもする想定があり

ませんので、そういった金額を出すのは難しいかなと思います。リノベーション、そうい

ったことを区としても優先的に考えている中で、やはりまた改めて考え方をまとめますが、

我々として、やはりリノベーションをしていくものと、やはり今回我々としては土地を最

大限有効活用していきたいというところで、よって立つところが違うところもあります。

ですので、やはり目的に応じて、やはりそういった必要な選択をしていくことが必要なの

かなというふうには考えているところです。ちょっと改めてまたもし考えが、今お話しし

たことと違うようなことがあれば、またご説明をさせていただければと思います。 

○岩佐委員長 はい。ありがとうございます。 
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 取りあえず、ちょっとこの時間なんですけれども、どうですか、この陳情、皆様、今日

だけでは。のざわ委員。（「まだまだ」と呼ぶ者あり）まだまだ。じゃ、のざわ委員。 

○のざわ委員 はやお副委員長のお話にあった数字を出してください。これ、すごく私も

大切で、もう財務大臣もEＢＰＭを使って財政をこれから運用していきましょうというぐ

らいで、前回の一般質問とか決算の中でも、EＢＰＭを使って、要は数字を使ってこれか

ら判断していきましょうという中で、今回もやっぱり私たちがご判断させていただく、も

しくはその前に区民の方々のご判断にも、もうそろそろ数字の根拠というのが必要な時代

になってきたのかなと、今ちょっとお話を聞いていて思っております。 

 もう、何というんですかね、例えばこれからいろいろな暫定活用財産の留保活用の３ ,

０００平方メートル以上の土地というのが区内でも複数ケース、もしくは区外でも２ケー

スもあるというお話が既にあるという中で、それをこれから壊しましょう、何とかしまし

ょうとかいう話になると、必ずやはり反対、賛成になってくるんでしたら、あらかじめ今

回そういうご説明、ご理解いただくための予算とかをあらかじめ計上させていただいて、

それを数字として作っていただくようなことをして、こういうところで、区の中の執行機

関の中でご決断するときにもそれを使っていただいて、それを外で区民の方々、私たちに

もそういうのをこういういろんな今までどおりのものに加えてこういう数字がありました

んでこういう判断をしましたみたいなことを一つ一つされていくような時代になってきた

んじゃないかなというふうに今聞いておりまして、ずっといろんな委員の先生方がお話し

されていましたように、例えば今回の陳情書を見ましても、例えば千代田区の財産を解体

して大量の二酸化炭素を排出するような区民の損失になるような道を選択しないように議

会での審議となりますと、そうすると、例えばこの小学校の歴史的価値、インタンジブ

ル・アセットとしての価値は幾らですかとか、文化的な価値は幾らですかとか、じゃあ二

酸化炭素を排出するというようなどれぐらいのコストですかと、解体するとどれぐらいの

コストですかと、区のほうといたしましては、区の施設状況に備えた活用を考えていると。

区としての活用、長期の定借ではなくて考えていますというのを…… 

○岩佐委員長 のざわ委員、もうちょっとまとめてもらって。 

○のざわ委員 要は数字をいろいろな皆さん、区民の皆様、私たちも判断できるような数

字というのを、一月の検討じゃなくて、もっと長いスパンできっちりとしたものを出して

いただいて、それをまず区民の方々とお話し合いをしていただいて、それからこっちのほ

うに持ってきていただくというようなことというのはいかがでしょうか。 

○秋谷委員 関連で。 

○岩佐委員長 じゃあ、秋谷委員。関連ですね。 

○秋谷委員 今日ずっと数字であったり指針であったり、根拠条文、はやお副委員長もお

っしゃっていましたけど、その点委員長と副委員長にお任せして、それで数字を出せるも

のは出していただいて、それを基に、ここで俺が継続と言っちゃうのもあれだけど、それ

を基にまた皆さんで議論をなさるのはどうでしょうかね。（「はい、賛成」と呼ぶ者あり） 

○岩佐委員長 そうですね。ちょっと数字について――じゃあ、田中委員。 

○田中委員 すみません。関連ではないんですけれども、先ほど来の担当課長のご答弁の

中で、この旧永田町小学校の土地の立地的にも広さ的にも得がたい土地だということがあ

ったんですけれども、そういう土地だということは、やっぱり民間のデベロッパーだとか、
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いろんな方々からも注目されると思うんですけれども、そういう区側へのアプローチとい

うのはどのぐらいあったんでしょうか。 

○小林財産管理担当課長 それは貸してほしいとか売却してほしいとか、そういったこと

なのかなと思うんですけれども。 

○田中委員 そうです。 

○小林財産管理担当課長 現状そういった問合せ等については、私の知る範囲では受けて

はいません。 

○田中委員 分かりました。 

○岩佐委員長 はい。よろしいですか。 

 それでは、先ほどからやはりちょっと根拠と参考になる数字がもうちょっと欲しいとい

うことでしたので、ちょっとこちらの正副のほうで整理をしますけれども、近隣の評価額

ですとか、あるいはさすがにホテルという話はないでしょうけど、ホテルにされたり、マ

ンガミュージアムにされたりとかしている、そういう既存の施設は他地域の事例でもこれ

だけかかってこういうコストでマンガミュージアムをやっているよとか、ホテル経営をし

ていますよという事例も、これ、陳情者の方が出されているので、もしそういう比較でき

る他施設のコストを、先ほどみたいに平米数と現在の労務単価なんかでちょっと割り返し

てもらうとか、そういったものをちょっと出させていただきますので、ちょっとまだ幾つ

か皆さん質疑があるかと思いますけれども、今日のところはその確認の事項を整理してか

ら出したいと思うんですけれども、（発言する者あり）それでよろしいですかね。（「は

い……」と呼ぶ者あり）逆に、まだ、あと幾つか執行機関に用意してほしい資料とかあれ

ば、今のときに言っていただきたいんですけれども。（「休憩」と呼ぶ者あり） 

 じゃあ、休憩します。 

午前１１時５１分休憩 

午前１１時５３分再開 

○岩佐委員長 委員会を再開します。 

 のざわ委員。 

○のざわ委員 ちょっと田中委員の関連で、暫定活用財産の留保活用の中の定期借地権の

件でちょっと三つだけ。 

 １０年以上という定借。これに対してやっぱり例えば１５年とか２０年という形で、や

っぱり区切りをつけるべきではないかというのが一つ。 

 ２点目は、それが永久にロールしないような、所有権みたいな形にならないというのが

二つ目。 

 あと三つ目が、今ちょっと私の知り合いとかがいてこういうことを考えるんだと思った

んですけど、それ、例えば５０年とか７０年になると、もうほとんど所有権というよりも

金融商品になっちゃうんですね。例えば、区には５％で貸しますよとかいって、それがも

う７０年賃借になっちゃうと、もうそれは金融商品になって、これを利回り、関係会社も

しくはリートとかに売却すると利回り１％ぐらいにして値段を何倍も上げて、５倍ぐらい

上げて、そうすると同一法人内で売却するとそこで利益が発生してしまうという、こうい

うのを今各都道府県とかで検討をしたいような方々もいるというのを聞いているんで、そ

ういうことが、同一法人内の売却、リートに売却とか、そういうことをさせてはいけない
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ということが非常に必要じゃないかなと思いまして、そんなこともないのかもしれません

けれども、ぜひご検討いただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。 

○小林財産管理担当課長 ただいまご質問にあった留保財産の定期借地権に関するご質問

です。１０年以上とはいえ長期にならないように区切りをつけるべきでしょう。更新して

繰り返しにならないように、あと金融商品化しないようにというご質問かと思います。先

ほどご答弁したように、留保財産の考え方としては、まずは区の活用といったことに主眼

を置いていますので、定借ありきということ、もし私の説明で誤解があったんなら大変申

し訳ないんですけれども、定借ありきということではなくて、区の本格活用、あるいは暫

定活用、ここまでが留保財産として活用する目的になるのかなというふうに考えておりま

す。仮に施設建設は時間がかかりますので、その間に期間が空いた場合には財産活用の観

点から定期借地などの貸付けも考えられるということでお示ししたものになります。先ほ

どご説明したように、素案の段階ですので、こういった中で頂いたご意見を参考にさせて

いただいて、記載内容なり書き方なりをちょっと工夫させていただきたいというふうに思

っております。 

○岩佐委員長 はい。それでは、よろしいですかね。まだ先ほど数字の件も含めまして確

認したいことを幾つか今日の質疑の中で挙げられましたので、こちらについては執行機関

に資料を出していただくように求めますので、今日のところは本件２件の陳情は継続審査

にすることでよろしいですかね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○岩佐委員長 はい。それでは、以上で、送付７－３１、旧永田町小学校校舎の留保財産

候補選定及び今後の活用方針に対する陳情、送付７－３２、文化財、歴史的価値のある旧

永田町小学校校舎を解体しないで活用するための陳情は継続審査とすることとし、日程１、

陳情審査を終了します。 


